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提案理由 

災害発生時における排水設備等の復旧を円滑に進めるため提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町下水道条例の一部を改正する条例 

 

寒川町下水道条例（昭和58年寒川町条例第12号）の一部を次のように改正する。 

第6条に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の地方公共団体の長（地方

公営企業法（昭和27年法律第292号）第7条の規定により置かれた下水道事業の管

理者等を含む。）から排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定を受け

た業者に排水設備等の新設等の工事を行わせる必要があると認めるときは、この

限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



寒川町下水道条例新旧対照表  

現行  改正案  

（排水設備等の新設等の工事の実施）  （排水設備等の新設等の工事の実施）  

第 6条  排水設備等の新設等の工事（規

則 で 定 め る 軽 微 な 工 事 を 除 く 。 ） は 、

排 水 設 備 等 の 工 事 に 関 し 技 能 を 有 す る

者 と し て 町 長 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下

「 責 任 技 術 者 」 と い う 。 ） が 専 属 す る

業 者 と し て 町 長 の 指 定 を 受 け た 者 （ 以

下 「 指 定 工 事 店 」 と い う 。 ） で な け れ

ば 行 う こ と が で き な い 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿
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第 6条  排水設備等の新設等の工事（規則

で 定 め る 軽 微 な 工 事 を 除 く 。 ） は 、 排

水 設 備 等 の 工 事 に 関 し 技 能 を 有 す る 者

と し て 町 長 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下

「 責 任 技 術 者 」 と い う 。 ） が 専 属 す る

業 者 と し て 町 長 の 指 定 を 受 け た 者 （ 以

下 「 指 定 工 事 店 」 と い う 。 ） で な け れ

ば 行 う こ と が で き な い 。 た だ し 、 災 害

そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て 、 町 長 が 他

の 地 方 公 共 団 体 の 長 （ 地 方 公 営 企 業 法

（ 昭 和 27年 法 律 第 292号 ） 第 7条 の 規 定

に よ り 置 か れ た 下 水 道 事 業 の 管 理 者 等

を 含 む 。 ） か ら 排 水 設 備 等 の 工 事 に 関

し 技 能 を 有 す る 者 と し て 指 定 を 受 け た

業 者 に 排 水 設 備 等 の 新 設 等 の 工 事 を 行

わ せ る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ

の限りでない。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  


